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社会保険労務士 及び 窓口職員 
                （幼保）幼保こども園課 
                （消防）消防本部総務課 
                （その他）人事課 

 

 

 

 

 

 

 

 
調査を希望する場合 

 為者 

関係者 

人事課が中心となり、当事者への助言、人事
異動等の就業上の配慮の上、必要性を検討
の上、和解・現状解決をめざす。 

副市  又は 市 公室  

報告 

ハラスメントに該当しない 

市 、その他任命権者 

相談者の同意のもと 
対応窓口へ情報共有 

必要に応じ 

意 を求める 

ハラスメント調査対応窓口 

相談者 

相談者 
社会保険労務士 
による事実調査 

・ハラスメント外部相談窓口（予約制） 
 （社会保険労務士） 
・こころの相談室（予約制） 
（臨床 理 ） 

ハラスメント事案検討会議 
・ 弁護士 

・ 社会保険労務士 

・ 学識経験者 

・  政経験者 

ハラスメントに該当

上記体制以外にも公平委員会に苦情相談の制度があります。(職員の苦情の処理に関する規則) 

報告 

●社会保険労務士への相談は、事前予約

制、専用電話での対応となります。 
 

●調査対応窓口では、社会保険労務士と

市職員が対応します。（日程要調整） 
 

●窓口職員には、職場によらず人事課を選

択することも可能です。 

ハラスメントの事実が 

確認された場合、報告 

任命権者が必要かつ適切範囲で以下の対応を う。 

・懲戒処分の検討・決定 
・ 事異動等の就業上の配慮 
・事案分析、周知、研修等の再発防止策の実施 
 

 

・ 同僚・上司 
・（幼保）幼保こども園課 
・（消防）消防本部総務課 
・（その他）人事課 
・健康相談(人事課保健師) 
・職員労働組合 
・産業医 

相談 相談 

　※参考資料


